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業務仕様書 

 

１ 業務名   守山市民ホール大規模改修工事備品選定支援等業務 

２ 履行場所  守山市三宅町地先（守山市民ホール） 

３ 履行期間  契約締結日から令和８年３月27日まで 

４ 業務目的  守山市民ホール大規模改修工事にかかる施設内の備品の現状調査、レイアウト

図の作成、リスト化を行い、これを基に改修後の備品選定等を行うことを目的

とする。 

５ 業務内容 

(1) 備品選定支援業務(一般備品および機器等) 

・改修後の守山市民ホールにおける一般備品等の案の作成  

・備品項目（一般備品）の検討と本体工事項目との区分調整  

・各備品（一般備品）の設置場所、員数、仕様の検討  

・同等品の検討  

・備品等の概算の検討  

・改修後も使用可能な一般備品等と廃棄する一般備品等の選別、リスト化  

・改修後も使用可能な一般備品等の保管方法の検討  

・改修後も使用可能な一般備品等の移転計画、費用算出  

・廃棄する一般備品等の廃棄費用の算出  

(2) 現状調査 

・現施設の各諸室および倉庫等にある一般備品等の現況調査を行う 

・敷地内（施設内外）の美術作品の現況調査を行う 

・一般備品等の所有者の判別（市の備品台帳および指定管理者の備品台帳との突合、所

有者不明備品のリスト化） 

・現況調査の実施に伴う現指定管理者へのヒアリング等 

(3) 現況レイアウト図面及びリストの作成 

・現状調査に基づき、平面図（Ｊｗｗ形式）に一般備品等の配置をプロットする  

・一般備品等に通番を付記し、図面と突合できるリスト（名称、寸法等）を作成する 

・諸室ごとに現況の写真を撮影し、作成する図面と突合できるように整理する  

(4) その他 

・先進事例の資料収集 

６ 提出図書（成果品） 

次のものを報告書として編冊（Ａ４版、ファイリング程度）したもの２部および原稿デー

タ一式を提出すること。 

(1) 業務報告書 
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 (2) 作成した参考資料 

７ 成果物の提出場所 

 守山市教育委員会事務局市民ホール整備室 守山市役所庁舎２階 

  滋賀県守山市吉身二丁目５番22号  電話 077-582-1142 

８ 著作権 

  本業務の成果物および所有権は、全て市に帰属するものとする 

９ その他 

・本業務については、関係する法令等を遵守するとともに、以下の項目に留意し業務実施す

ること。本仕様書に記載の無い事項については、業務趣旨を踏まえ、監督職員と協議のうえ、

必要に応じ実施する。なお、これによる業務委託料の変更は行わない。 

・業務の実施に先立ち、担当技術者名簿を提出すること。この担当技術者は、プロポーザ

ルにかかる知識等を有する者であること。 

・業務の実施にあたっては、業務計画書を作成し、監督職員の承諾を得た後実施すること。 

・業務の内容については、監督職員と十分に協議すること。 

 


